
等
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△ △ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ △ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

○ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

○ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

△ △ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● ○ ○ ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ △ ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ △ △ ○ ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

○ △ ○ ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○

○ △ △ ○ ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

○ △ ○ ○ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

△ △ ○ ◎ ○ ● ● ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○

△ △ ○ ◎ ○ ● ● ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○

○ ● ▲ △ ○ ○ △ ● ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ △ △ ○

△ ● ▲ △ △ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○

● ▲ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○

● ▲ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○

△ △ △ ◎ ○ △ ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ ◎ ○ △ ○ ○ ○ △ ● ○ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ○ ○ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

△ △ ○ ◎ ○ ○ ○ ● ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

△ △ △ ● ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

△ △ △ △ △ △ △ ○ △ ● ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○

△ △ △ △ ○ △ ● ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ ○

△ △ △ △ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ ○
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◎身体障害と知的障害の重複　　△一部該当

●・▲介護保険対象者は介護保険制度が優先となります。

＊＊＊ 制 度 等 一 覧 表

特

別

障

害

者

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

特
別
児
童
扶
養
手
当

タ
ク
シ
ー

料
金
助
成

１

２

３

駐

車

区

画

利

用

証

制

度

扶

養

共

済

自

動

車

改

造

不

在

者

投

票

在
宅
生
活
応
援
制
度

有
料
道
路
通
行
料
金


